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《論文》

小売価格維持と強制メカニズム

一大阪売薬濫売矯正運動の試みと挫折一

ｊｔ河水

キーワード：再販売価格維持，強制メカニズム､価格カルテル

いる（長尾［2000］［2001］［2002])。

本稿では，人'12時代を中心とする大阪府売薬業

界の事例によって，小売価格カルテルを法制度を

援用して維持することの限界や問題点を検討する。

重要物産同業組合法の歴史については，江戸期

の株仲間と明治の同業組合の関係に力点を置く研

究が多い中で，藤１１１［1995］が大正期以降の腿商

務省による政策にかなりのウェイトを置いている。

また，石原［1989］は公設小売ilj場の成立過稗に

関連する限りで，同業組合が行った価格協定の実

効性や、それに対する農商務省の姿勢について触

れている。のちに登場した商業組合を主に取り扱

う山本［1988］［1990］は，商業組合の持ってい

た価格強制メカニズムを取り上げているだけでな

く，同業組合の価格強制力に関しても多くの知見

を含んでいる。

小池［1939］は実務家としての立場から，農商

務省次１７通牒など多数の公文書を駆使した制度分

析を行っている。小池金之助の経歴については判

然としないが，「組合定款の知識」という箸１１$に

船田中（当時の法制助長官，戦後に衆議院議員，

防衛庁Ｌ２官）の序文があり，「半生を産業行政の

第一線に捧げたる…」とあるので，農商務省の官

吏と思われる。小野・飯田［1918］は当時の雨要

物産同業組合法改正に合わせ農商務省の官吏が執

筆した，実務家向けの逐条解説書である。

池田松五郎の『'1本薬業史』は，月fll業界誌

『薬業時論」の連載記事に加筆してまとめたもの

で，同紙口体を未見なため，この業界誌の'２t格は

はじめに

１１本における117販売(111i格維持制度は，１９５３年

の独禁法改正時に初めて法制化された。このとき

化粧品業界でただひとり参考人として国会審議に

参力Ⅱした中'11太陽堂の''１山太一は再販導入を力説

したが．それはメーカー・流通業者の支店からの

導入,術であった。

再販制度の意義・趣旨を考える場合，消費者に

とってのそれを節一に考えるか，メーカー・流通

業者にとってのそれを''１心に考えるかによって，

議論の出発点はまったく異なってくるu)。少なく

とも立法11時から，メーカー・流通業者にとって

ブランド内競争（同一企業の|可一製,11,に関する，

小売店間の価格競争）を抑制するために再販制度

は有続，という191待感があったことは，中山太一

の国会発言で確ijilできる，

しかし，ブランド内競争抑制の手段は再販に限

らない。再版指定を受けていない業界では，松下

電器など家電メーカー各社がＩｌｌｈ格維持を強く意識

して卸の専売化（販社化）を行った（孫［1994]）

事例や，後払いの売上高リベートを価格維持の挺

子として使うという事例が生じた（カルピス事件，

竹屋事件)。また戦前から，ラジオにおける松下

電器の連盟店制度，化Wlﾐ品における資生堂の花椿

会や['１山太陽堂の太洋会，共栄クラブ会など，小

売店を組織化し正価販売を徹底する努力が様々な

メーカーによって続いていたことは広く知られて
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不'川である。ただ薬業時論社の所在地は京都であ

り，売薬関係では人阪売薬業界に関する言及が詳

しく，しかも第三者的な記述に終始している。

これと対l1q的なのが，本iiが主な史料とする

『１１１１１１楽新聞」およびその後身「大阪薬業新聞』で

ある。この業界紙は主に売薬店主を購読者として

いたことは，広告の人1きが売薬メーカーの売薬店

に対するものであることから推定できる。その論

iilMは終始一ftして，「艦売嬬IE連動」つまり小売

店lEIlH維持連動を支持するものである'2'。この新

聞について池|Ｕ［1929］には，「明治二'一四年十

一)j二l]ニハリＩｌｌｌ楽新聞ノ発行アリ。脱見伊八郎ノ

経溝スル「大阪薬業新聞」即チ是レナリ」とある

(410頁)。

来京小間物化粧品商報社『小間物．化粧品業界

年殿昭和９年版」は業界紙を発行する出版社に

よる便覧であり，｜稲|政事項に関する独自の情報源

はせいぜい，官吏と交渉に当たった業界関係者か

らの伝聞でしかなかったと思われるが，他の資料

に1,,1・られない能き生きとした商工省議の経過説明

が見られる。ソースの信頼性には慎永な留保が必

要であるが，必要に応じて取り上げたい。

たん結成が認可されると，他の同業背も加入する

ことが原則であったが，強iljllの度介いについては

大|]本帝llil憲法発布を挟み，準則成立，準則改正，

そして111要輸出IPll1I業組合法という順序を蹄んだ

理解をすることが必要である。

準則組合の場合，「事業ノ規模反趣向ヲ異ニス

ル」ことを理由にUlI盟をｌｌｉみたい業替は，符轄庁

(道府県庁）に加盟を要しない認定を受けること

ができた（準則第４条但書）ものの，竹内［1982］

は，制度創設当初は強制川1人を命じる精神であっ

た，という当時のl1ii工局長証言を史料に見'Ⅱして

いる（329頁)。ところが人ロ本帝llil憲法が施行

され，第２２条に定める居住・移転のRlllが営業

の[l由をも含む，という立法趣旨説|ﾘ1書が公刊さ

れるに及んで，jJll人強制やそれを背景とした制裁

の存在が懸法違反の疑いありとされ，1897（明治

30）年農商務省令第６号をもって，強制加入を定

めた同業組合準則第４条は廃止されるに至った〔ｲ!。

ところがこれでは輸出,Iii11の,H1質管理など，どう

しても必要な自主規制のシステムまで崩壊してし

まう。’１１懲法２２条も「法ｲｌＵ範､}|内二於テ」居

住・移転の自由を認めていたに過ぎないから，改

めて強制力Ⅱ人制度を伴った重要輪llllW1,同業組合法

や重要物産同業組合法がIlill定されたのである。

重要物産同業組合法第４条但書は，主務大臣が

111人義務なしと|ﾘ|示的に認めることを加Ni義務免

除の条件としており，実際にこの免除を受けたも

のは百貨店など少数であった。第１９条は第４条

違反者に２円から１００円（1916年に改正され，５

１'１から５００円となった）の過料を科すと定めてい

た。また，重要物産|可業組合法第１０条は，定款

違反者に過怠金を徴し，違反物品を没収できると

定めていた。

例えば１８９９年に結成された同業組合である東

京薬種貿易商同業組合は，（内部限りの）説諭，

(違反者のに告費負担による）違反者名の新聞広

告，（違反の軽重により期間を限った）組合員と

の取引停111という３種類のIfi則を定めていた（定

款第53条，東京薬種貿易商同業組合［1944］542-

543頁)。

1．同業組合制度

戦前の同業組合には大きく分けて２つのタイプ

があった。１つは同業組合準1m（1884年，農１１W務

省ｲij達第３７号）に雌づき各道府県知事が認iilし

たもの，もう１つは重要輪'11品同業組合法（1898

年）およびその後身である繭要物産同業組合法

(1900年）に基づき，農商務大liliが認ijlしたもの

である。

ＩＩＩｊ者に共通しているのは，監督官庁の統制は受

けるものの，基本的に特定地域の同業者が自発的

に集まって結成することである。この自発的な性

格から，人､|z洋戦争「における戦時統制組織とし

ては不完全であったため(3)，1943年には重要物産

同業組合法が廃止され、これに基づく自発的な業

界組織は解散ないし改組の道をたどる。

域内同業者のうち一定の比率を超える多数（準

則組合は４分の３，組合法組合は３分の２）でいつ

２
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たが，年度末までの会費を払おうとしないのをど

う処理するか役１１で話し合った，という記事に登

場するのである（同書第２巻876-877頁)。脱退

したということは，加入したのである。

もし大阪府知り；からの「命令」で加入したので

あれば，組合はその成功を同書に記すであろう。

筆者は，大阪府知事は同業組合の上申を無視はし

なかったが加入命令も「さず，穏やかに加入を説

諭したのではないか，と推測している。そうだと

すれば，１１本舎密製造への扱いもその先例を蹄ま

えたと考えられI引然である。

藤田［1995］は，京都府が重要輸出品同業組合

法il1〔前にｲIしていた同業組合取締規則に沿って，

府の指定した業種の組合未加人各に罰金刑を科す

府令を１８９６（明治２９）イIiに公ｲijrしたことを示し

ている（８５頁)。このとき指定されていたのは繊

維関連及び陶磁器・漆器産業で，かつ府下一lIIで

なく特定有名産地に限られている。

また，地区外からの行商者をllu盟させることが

できるかどうか，法の規定は暖昧であった。１９２０

年２月，大阪売錐|可業糾合は定款を改正し，「地

区外の者と錐も本組合地区内に於て売薬の行商を

為す者は本組合に加入すべき義務あるものとす」

という条項を付け加え，併せて名義貸し等を防1卜

する条項を追加し（大阪薬業新'1111920年２ﾉ１１３

日号「大売通常組合会｣)，９月４Ｈ大阪府に認可

されたが，これは一方的な措満であった。行商者

はU11入義務ありとするのが農商務省見解だったが，

義務なしとする１９１２（lﾘ]治４５）年の大審院判決

があった（小野・飯田［1918]，115-123頁)。判

決後も高知県の同業組合が富１１１県の行商者を加入

させようとしたため富Ｉｌｌ県側が陳情し，１９２１年

になって「加入義務なし」とする農商務省工務局

通牒を１１Ｉしてようやく決着する事例があった

(『富山県売薬同業組合沿革史』２５３頁)。

2．強制加入システムの強制力不足

大阪製薬''１業組合は１９０２年に誕唯した。これ

は後に見る大阪売薬|ii1業組合とは別の、体である

が，｜,j]じ大阪の事例であり，同業組合の強制加入

システムが内包する限界を示す好例として取り上

げる。

当11↑の製薬業は薬種問屋（武Ｈ１陵兵衛|Ni店，塩

野義三郎商店，田辺五兵衛商店などは今でも大手

製薬メーカーとして残っている）の製薬部'１１と小

規模な漢方薬メーカーがほとんどであるから，道

修町の薬種ｌ１Ｉｊ屋が組合を作ったと拷えても良い。

この組合が，さっそく強制力Ⅱ人の問題にぶつかっ

た。人阪アルカリ会社（現在の而原産業の一部)，

日本硫酸会ﾈﾋ（その後の消長は不明)，人阪硫ｉｌｌｊ

会社（同，Ｉ|産化学]:業の一部)，大阪11111i粉会；|：

(同，ラサエ業の一部）の４社が，再三の勧めに

も応じず，組合に川|人しなかったのである。組合

は重要物産liij業組介法に基づき，人阪府知事へ加

入命令を下すよう’二''二Iした（｢大阪製薬業史』節

１巻692-697頁，702-704頁，710-719頁)。

社名が示すように，これらはすべて工業用化学

薬品のメーカーであったとALIわれる。組合として

は，これらの製品も医薬,h1,原料として不可欠なも

のだから，当然組合に加入すべきとしたのである。

重要物産が何と何であるかは農商務大臣が認定す

ると定められている（重要物産同業組合法第２条）

が，認定条件は公表されず，認可111請をＩＭＩ別に審

査して済ませていた(鋤。

のちに日本舎密製造㈱の木加盟が問題になると，

府知Iliに再び加入勧告の説諭を請願している（ｌＴｉｌ

書第２巻366-367頁)。この日本今密製造も硫酸

を主製品とする化学企業で，のちⅡ産化学工業の

一部となっている。請願内容が「命令」から「説

諭」に変わっていることにｉ１ｉ１Ｔ１したい。これらの

件が結局どうなったのか，『大阪製薬業史」は語っ

ていない。

ところが，先に未加盟がＩｌｌ題になった４社のう

ち，大阪アルカリの消息だけは同11$にもう１度登

場する。1924年に同業組合を年度途中で脱退し

3．政府のスタンス

同業組合のシステムを価格維持に用いることを

原Ullとして禁ずる，明Wll1な政府の意思表示は，

1916（大ｌＥ５）年の商８９９９砦（農商務）次官通

３
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ラストを近代的産業形態として柚樋的に評｛Illiし，

同業組合の将来像をそこに重ねる，次のような記

述がある。

牒である（例えば藤田［1995164-65頁)。この

通牒には，同業組合の定款について「外国貿易ヒ

ニ於ケル売崩ノ弊ヲ防クタメ必要ナル場合/外商

,鼎,ノイ,lli格ヲ組合二於テ定ムル規定ヲ没ケシメサル

コト」との定めがある。後に見る大阪売薬同業組

合の場合，創立時（1907年）の定款に「売薬/

定｛ｌｌＩｉヲ割引シ又ハ添物ヲ為シテ販売スルコトヲ得

ザル」1項があることをとがめて認可が下りず，

｢陳II1i数次ノ後終二」認可を勝ち取った（池田

[1929]，302-303頁）というから，担当者の裁量

に左右されたといえる７１・

天野忠三郎『化粧品濫売矯正私見」は私家本で，

国立'五1会図書館の刊行年表示では1916年となっ

ているが，脱稿は1915年１１月であったことが後

書きからわかる。この人物の履歴は全く不明であ

るが，化粧,ＩｉＡ店主として同業組合の結成を志し．

交渉にllLiたった官吏の肉声を聞いた，と思われる

箇所がある（１９頁)。なお化粧品卸の同業組合は

各地にあったのだから．おそらく化粧品小売店を

対象とする組合結成を望んだのであったろう。

1918年に大阪市を対象区域とする化粧品・小間

物・雑貨小売商の同業組合結成が'１１願されたが

実現しなかったことが大阪小間物卸商同業組合

[19281703頁に触れられている。

｢併し世界文明の進歩に伴ひ，商工業も亦寝々

として発達するものであれば，同業組合の如

きも必ず他日トラストと迄は行かずとも，企

業連合即ちカーテルの如く1M1分が積極的態度

を以て，或は生産制限を行ひ又は価格の一定

を計ることの出来る時期が必ず到来するであ

らうと忠ふ｣。（４頁）

また，小池［1939］によれば．照会への商工局

長|可答という形で，準則組合については「地方長

窟二於テ特二弊害ナシト認ムル吻合二於テハ価格

又ハ賃金ノ協定ヲ認容スルモ支lllifナシ」という方

針が示されている（218-219頁)。この回答は

1917（大１１１６）年９）１，つまり↑irlll米騒動の２ヶ

Ⅱ後に出されたものであり，逆に言えば戦中の好

況期のものである。

ところが戦後不況のただ中，１９２１（人１１，０）

年に発せられた商第６６６４号次｢(通牒は，一転し

て危機感にあふれている（小池［l939ll83頁)。

｢物IllIiノ平準ヲ期シ国民生活ノ安定ヲlxlリ産

業ノ発１２２貿易ノ振興ヲ期スルハ現下ノ急務ニ

シテ就'|]I-I常必携,ＩＭ１ｌｉ格/,<i低如何ハlK1民生

活二直接至大ノ影響ヲ与フルヲ以テ（中略）

近頃|可業組合中私カニ販売(ili格ヲ協定シテ不

自然二物価ノ下落ヲ阻止シイ:当ノ利益ヲ貧リ

ツツアリトノ批難モ有之（中略）不都合/行

為アリト認メラルル組合二対シテハ厳重二

之力取締ヲ励行｜'１成様特二御ili[l慮相成度（後

略)｣。

｢曰く若し之［定IiIi販売の強制］を組合規約

':|iに明記し協定することを許すときはiil業組

合員は一致して不当なる価格を協定して販売

するの結果一般需川者は非常なる不利益を業

ろのであるから需川者保護の点より許さんの

であることは当局者の弁明の要領である｣。

藤}１１［1995］も同様の認識を商_[事務官・小出

栄一の論文中に見出している（第６章，とくに

188頁)。

しかし米騒動やロシア箪命の起きた１９１７（大

正６）年に先立つ１９１６年の時点で，農商務省に

物llli騰貴防止を重視する，小出論文から想起され

るような明確な共通認識があったかどうか，疑念

を抱かせる材料も存在する。当時の商工局員２人

が１１「いた小野・飯田［1918］には，カルテル・ト

批難モ有と，という部分には傍線を引くべきか

もしれない。農商務省の姿勢は揺れているだけで

はなく，受動的である。ともあれ，物価抑制を重

要課題とする農商務省の姿勢が確立するのは，む

しろ戦後恐慌の時期と考えた方が同然と思われる。

政府は１９３２（昭和７）年に商業組合法を成立さ

４
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せ，これには一転して，従来認めなかった価格協

定を認めることとした。１９３０イド秋の米IlIli暴落を

はさんで，１９２９年から３１年にかけて卸売物価は

30％下落し，物価騰貴への警戒感が薄れた時期で

あったことは考慮すべきであろう。

ここから地域や業界によって２つの動きが，時

にはiilii方が並行して進んだ。ひとつはlijj業組合と

は別に商業組合を組織して，価格統制機能をもっ

ぱらこれに担わせようという動き，もうひとつは

同業組合にも同様の価格協定を認めさせようとす

る動きである（藤田［1995］第７章)。前者につ

いては１１１本［1990］が詳しく論じるように，同業

組合にも価格協定が認められる一方，アウトサイ

ダーに対する統iliU命令を11W工省・府県がほとんど

出さなかったことから，価格規制のみを11的とし

た商業組合は休眠・解散の道をたどる。lil業組合

による価格協定の再興については，大阪の事例に

続いて取り上げる。

大阪では同業組合の枠組みと強制力で打開を図る

動きが生じた。先に見たように定価維持条項に難

色を示されつつも，このときは押し切り，同業組

合の成立（1907年）にこぎ脈けることができた。

しかし先に見たように，同業組合の強制力には

様々な制約が科されていて，それほど強いもので

はない。それでもかまわず徳盛会の流儀で「諜者

ヲ放チテ試買ヲ試ミクモヅニ三ノ違反者二対シテ過

怠金ヲ課シ，其ノ後偵察ヲ厳ニシ多数/処分背ヲ

出シタルヨリ，被処分音ハ強硬二異議ノ申立ヲ成

シ」（同書３０３頁）１９１１年には正副組長４名が辞

表を出し，それが慰留されたのを見て強硬派３役

員が辞職する事態となった。

節一次大戦中は好乃Lに原料不足が了Kなり，イilli格

競争は相対的に小康を保ったが，「大正七［1918］

年二至り戦乱モ漸ク終リニ近カントスル頃ヨリ濫

売ノ風次第二長ジ」（同書３６０頁）大阪では111び

試貿と処分が始まった。ところがもはや違反１８fも

制度の限界を熟知している。「売薬二割引/大立

札ヲ立テ，１１冊｣新聞二広告シ，売薬組合ガとヲ制

裁セントスレパ直二』し営業名義人ヲ変更シテ組

合未加入者卜為リ，其加入ヲ強制セントスレバー々

裁判所二出訴セザルベカラズ売薬組介ヲシテ奔命

二疲レシメントスル/策二出デ…」（ｌ１ｉ１書３６０頁）

組合は過怠余を減額するなどの妥協に追い込まれ

た。

先に１９２０年２月，大阪売薬同業組合が地区内

への行商者も加盟義務を負うよう定款を改正した

ことは述べたが，このとき同時に「組合員にして

前条の事由をＬｋじたる時はif(に書面を以て其仔組

長［|可業組合の長］に届出で標札並に証票を返納

すべし組合貝にして前条の事由を生ずるも本條

のl｢ＩｌｌｌＩを為すに非ざれば其間紙合員たるの義務を

免る事を得ず」という第１０条が加わった。おそ

らくこれは，一方的な組合脱退宣言があっても，

過怠金など組合定款述反の罰lIIlIを免れないという

規定と思われる。先に見た名義変更戦術への対策

である(8)。

こうして逃げ道をふさぎ，その定款変更が認可

された後，大阪売薬|,Ⅲ業組合は定価維持のために

再び具体的な行動を起こす検討に入った。このと

4．大阪売薬業界における正価維持

運動の顛末

大阪売薬同業組合の前身は徳機会という任意'１１

体であったことは史料に散見されるが，Ｊ１ﾐ確な結

成日時は明らかでない。１８８７年に京都の時習社

が徳艤会のメンバーから勧誘を受け，約款も徳盤

会のそれをまねて発足したと池川［1929］が記し

ている（300頁）から，それより遠くない以前で

あったろう。Ⅱ詐習社の約款は，定価の遵守，域内

アウトサイダーとの取引禁止をうたっていたが，

その典骨頂は第２６条にあった。

｢幹事ハ常二探偵員ヲ派出シ本約二背キクル

行為アルモノヲ認メタルトキハ之二忠告スト

雌モ故意ノ違反者二至テハ忠告ヲ侯クズ直チ

ニ会議ヲ|NLIキ議決/ｆ除名スベシ｣。

その結果，「往々ニシテ新クニ開業スルモノ，

或ハ同業者中ノ叛骨アルモノハ此等幹部/高圧策

二対シ反感ヲ抱キ反抗ヲ誠ミントシテ時々問題ヲ

惹起シ，終ニハー波萬波ヲ生ジ…」（同諜３０２頁)，

５
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腿商務省は「定価販売絶対削除の命令をＩＭＩ!`､]貝して

動かず」いること，神戸薬種売薬同業組合は３年

前に（兵庫ﾘiLから）削除を命ぜられたが，売薬は

法の規定により（当時の売薬法は定価の１０％を

税率としていた）定Illiを付すものとされている，

と反論してかろうじて認められたこと，腿商務省

への陳情を経た大阪光薬同業組合からは「－１ﾐ務当

局曰く，先般暴利取締上，価格統一販売組合に対

し社会政策上注意せよとの命令は発したが売薬組

合に対して命令したことはない。何分［道府県へ

の］委托事項であるから直接的には［削除命令徹

''１|を］やれぬ…」と言われたことが報告された

(ﾘⅡ|I楽新聞１９２１年１２）ｊ１日号「全国売薬ﾄ１１体協

議会｣)。この記事にはないが，1922年８１]に京

都府も，また’923年８月には愛知県もlTi1様の命

令を発した（池田［19291364頁)。残念ながら

前記の商第６６６４号次官通牒の'１付が伝わらない

のだが，「(lHi格統一|U>(苑組合に対し社会政策上注

意せよとの命令」はこれであるかもしれない。

ともあれこれによって，濫売矯正連動の枠組は

根底から覆ってしまった。同業組合システムによ

る正価強制ができなくなる一方，まさに社会政策

の一環として創設された公設小売市場も割引販売

にlllわって，「[定款攻Ilﾐ以来］鯛来ニカイｌｉＩＨｌに於

ける業界の実情は大阪市［公設］小売市場を始め

区域内至る処濫売に陥らざるなく…」（大阪薬業

新聞1925ｲ'１２月１１１>ナ「矯正論と大売$１１今｣，大

阪府庁への陳情文より）という状況になった。

これに対し，任意契約によって小売価格カルテ

ルを再構築しようという動きが４１{まれた。例えば

l}可区泉尾薬業会が公11ﾐ証書化し，互いに取り交わ

した契約は，「割引販売・景品を禁止すること」

｢違約には２０１１]から５００１リの違約金を課すこと」

｢売薬業を廃業することなくして，契約から脱退

できないこと」の３点を骨子としていた（大阪薬

業:新聞１９２５年１月１３１]号「真剣味を川|へ来れる

売薬濫売矯正連動の進展｣)。ひとつひとつの契約

内容や契約形態は明らかでないが，大阪ではこう

した「小剛体」が警察署管内を単位として次々に

結成され，その代表者協議会が「大阪薬業連合会」

として１９２５年５月に発足し，違反者や区域内の

き組合内で激しい対立があり，反対派のデモンス

トレーションや，業務内容を細分化した新同業組

合結成の動きがあったことが，艸楽新聞の記事に

垣''１１見える。

池田［1929］によれば1920年，「濫売者ノー味

ガ組合区域外l1il業者ノ名義ヲ以テTlj内行商隊ヲ組

織シ楽隊行列ニテ割引販売ヲ為スモノアルヨリ」

(池'１１［1929]，３６０頁）と，また新戦術が登場し

た。１９１２年大審院判決によって行商者の組合ｉ'１

人義務が否定されていることを利１１]した戦術であ

る。組合は郡部にまで対象区域を広げ対抗したが，

反組合派はlijM1【９月に入って「売薬ヲ定価ｉｔ､リ売

ルハ暴利ナリ」「社会救済/為メ判り|スル吾人二

組合ガｒ渉スルハ横暴ナリ」というビラを散布し

たばかりでなく，新聞ﾈ|:と官庁にli1趣旨の宣伝を

始めた（池'１１［19291361頁)。

ここで登場するのが，「仁丹王」森下博である。

森下はまず売薬業界のlii1M：Ⅱが必要であると説き，

そのための懇談場所として「大阪薬業倶楽部」を

建設することを提案し，大いに歓迎された。この

敷地は森下が提供し，他の同業者からの寄付金も

加えて建設費に充てる計iIhiであった。

ところが一旦約束された寄付金が集まらない

(と森下が主張した）ケースがあり，その一ﾉﾌで

建設費が予定を大きくオーバーする事態となって

紛糾し、森下は母の遠忌にちなんで「大阪薬業倶

楽部」を丸ごと建設・寄付すると比に，翌１９２１

年３月にいったん同業組合の運営から手を引いて

しまう。

ともあれ組谷内の不協和音を和らげる道筋がつ

いたかに見えた１９２１年であったが，まだ具体的

な行動に移れずにいた９月２８m大阪府は池松

時１１１１知事名で，大阪売薬同業組合に対し「充薬の

定(Miを減額販光すること」を禁止した条項を定款

から削るよう命じた（ﾘ'''1楽新聞１９２１年１１）ｊ３Ｈ

号「濫売嬬正条項削除命令と大売組合の陳述爵提

出」および池|Ⅱ［1929]，362頁)。

｜'Ｉ年１１月に開かれた全国売薬付|体協議会では

この話題に大きな関心が寄せられ，各組合の最近

の経験が交換された。各組合からは，奈良lllj6

郡では新たに'１１業組合を結成しようとしていたが，

６
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｢陣容を新たにしてｌｌ２ＩｉＩｉ販売に適進｣)。

これによって鑑売蛎Ⅱ三運動はかつてない進股を

見せたかに兇えた。大阪売薬連合会は大阪売薬同

業辮11合とのＭ１調関係のもと，１０月２０１１に総会を

開き，１１月ｌ５ｐより正価を遵守するが，ｌ２Ｈ

３１１１まで２割引以内の割引を容認することを決

議したのである。１１)］２４１１に試買によって実勢

価絡を調査したところ，130軒を調査して２５～３０

％の違反価リ|きをしている店はわずかに５軒に止

まった（大阪薬業新聞１９２６年１２月１３日号「元

成の域に近づきつつある濫売矯正事業｣)。

実際には一部安売店を説得しきれず，１２）１２２

日総会の土壇場になって１月からの1[価販売実施

を当分延期し，２割り|までを容認することを継続

することを決めざるを得なかった（大阪薬業新聞

1927年ｌ)１１日号「大阪売薬連合会総会｣)。

この時期に，彼らの観点からすると重要な勝利

があった。いくら交渉しても安売りをやめようと

しない平和薬１，３という薬局に対し，大阪売薬迎合

会が問屋に１１]し入れ，４つの主要問屋（それぞれ

の名前は不詳）と化粧品を扱う中山太陽堂が一斉

に取り|停''二を行ったのである。この取り|停止は同

年］月１０１｜に発効したが，１２日にはIil〈も店主

と迎合会の会合が持たれ，安売りを行わない介意

の下に１３［1から仕人取引が'１１に復した（大阪薬

業新聞１９２７ｲ|乱１月１３日号「大阪売薬迎合会実

刀を抜く轍道断絶の敢行槍玉にあがった平和

薬局」および同年２ノ］１日号「平和薬lid遂に屈

服す｣)。

しかし同年４月，取引先である十五銀行休業の

対策で森下博が「多`［」（『森下仁丹八１－年史」に

よれば実際には経営危機）となり，大阪売薬連合

会の顧問を辞する（大阪薬業新聞１９２７年５）ｊ１

日ザ）と，途端に価格維持が進展しなくなった。

違約者を廃業に追い込むとすると，従来からの

取引代金は雄げ付く。鋭得や啓蒙活動にも人手が

かかる。この業界紙は連動の行く末を危ぶむ論調

で森下の辞任を伝えているが，次号のｌ９２７ｊｌ：５

月１３日号では，取引停止分を保証する対策費の

自発的拠出を大阪薬述が呼びかけたことを紹介し

ている（｢一転機に立てる大阪薬連矯'E事業｣)。

未加盟者には収ﾜ|停止をもって臨むことを決議し

た（大阪薬業新聞１９２５ｲ１１５１１１３１=1号「売薬定ｲIlli

維持llU題と大阪薬業連合会｣)。｜可業組合による価

格維持が否定されたので，同様のメンバー構成を

持つ別の団体によってそれを行おうとしたのであ

る。

しかし違反打・米加人-者に対抗する新たなシス

テムはなかった。例えば上述の大阪薬業連合会に

おいて「連合会に積立雅金を作り之を以て濫売者

の未決済を保誕し本舗または問膿に対し其取立権

利を各小Ｍ１体へ譲受くる事」が提案されたが，そ

の提案を理事会に送付することを決した（同記事）

だけで，それが具体化したという記事はついに現

れなかった□

同年７月ごろを境に濫売矯正連動は同紙の紙面

から退き折からいよいよ廃税の実現した売薬税，

そしてその経過描置に業界の関心は移る。しかし，

定価とリンクしていた売薬税が撤廃され，むしろ

業界にとって(llli格競争への懸念は増したと思われ

る。｜可紙1926年３月131二1号「廃税後－１闇難局の

濫売燗11ﾐと關展策」は，従来のi朧売矯Ⅱ三連動の'111

題点についてこう総括した。「違約処分として同

業組合に其［定価遵守］条項が存在する場合に於

て往々其運用を誤り紛擾を惹起し業界を混乱状態

に陥らする例多く相互感情の衝突は永遠に融和せ

ざるべく互恵条項を公jlﾐ証書となる場合のju1き

業者互いに濤蹄して成立せし事例が少ないのであ

る…｣。

もし業界内融和と濫売矯正連動を同時に進める

なら，第二者的に見てもこのときが好機であった

ろう。そしてちょうどこのとき，大阪売薬同業$'１

合の組長が辞任して後任人事が難航し，１９２６年９

月に森下博がその後任に推されたのである。森下

は対立を深めていた関係音相互の融和に努めると

共に，小団体の協議会である大阪薬業連合会を大

阪売薬連合会として再興させ，１１m問として関わっ

た。新しい大阪売薬連合会は参加小団体について

小団体標準規則を定めたが，それは廃業せずには

脱退できないこと，正Ｉ１ＩＩｉ販売を守ることをうたっ

た点で旧来の規約を引き継ぎ，しかし罰IIlIの定め

はなかった（大阪薬業新聞１９２６年１０ノ１１５［|号

７



社会科学論集第１２０号

この前後関係から考えると，森下が濫売矯ｌＥ事業

のコスト負担で大きな役割を期待されていたこと

が想像できる。

先に見たように，デフレ雄調の中で政府は

1932（昭和７）年に商業組合法を成立させ，これ

には従来認めなかった価格協定を認めることとし

た。

藤|Ⅱ［1995］が詳しく述べるように，同業組合

と商業組合の任務は重複しており、一種の競合関

係にあったが，｜Iil業組合の'１１には「これでlIiI業組

合にもIli格協定が認められる」と判断して，なん

ら商工省の意思表示を待たず価格協定立案・定款

改正願出の作業を進めるものが複数存在した。大

阪売薬同業組合も価格協定の具体案づくりと定款

改112を相次いで４１jから５月にかけて進めていた

ことは大阪薬業新聞の記事からわかる。

徳｣;&県薬業組合はこのころ内紛を抱えており，

｢久しく幹部派，非幹部派がり|；（いがみ）合って…

売薬の如きも幹部派は濫売をやるが非幹部派がや

ればすぐに過怠金を申付け廉売品の没収も規約を

楯にやる…」（大阪薬業新聞１９３３年２月１８日号

｢組合員から定款の削除申請が成立す徳島薬業

組合支部で｣）状況であった。そこで非幹部派が

徳島県，次いで腱商務省に掛け合って，この窓意

的に連用されている条項を定款から削らせようと

した。農商務省は1933年２月，当該条項は1916

年の商第８９９９号次官通牒に違反しているから削

れ，と徳島県に指示した。ところが東京砂糖商同

業組合i9lは１９３３ｲ1三５月，采ﾙﾏ酒類商同業組合は

同６月に，それぞれ東京府から定款改正の認可を

得た（東京小間物化粧品商報社［193415頁)。

先例を得た全ＩＥＩのIibil業組合は色めきたった。「然

るに，この勢ひを兄たる商工省では，大正５年の

農商務省次官通牒を楯に取り，東京府知事に対し

て認可取消しの皿牒を発せるのみならず，さらに

関係府県に次官jljil櫟の励行方を命じた」（東京小

間物化粧品商報社［1934]’５頁，また大阪薬業

新'1111933年６'１１８日号「次官iEA牒に関係なし｣)。

この２月に徳島ﾘiLに対して商_[省が出したjIn牒の

存在は，従来の文脈では見落とされているようで

ある。つまり商工省は，自らが下した判断と食い

違う措置を東京府が勝手に取ってしまったのでこ

れを取り消し，以後は自らが下した判断例に従う

よう各府県に求めたのである。

同業組合側はこれに強く反発し，「これに対し

て商工省内部に於いても，賛否の意見容易に決せ

ず，法の面ロ論と多数の輿論との対立状態となり…」

(来京小間物化粧品商報社［193415頁）ようや

く１０月半ばになって商工省議は規制緩和でまと

まった。ところが（農商務省次官通牒を変更する

ため）農林省と協議したところ，「農林省所管に

属する同業組合の価格協定については，農林省側

は大正５年の次官通牒を緩和する意向を有せざる」

(lii諜同頁）けれども，商工省所管組合への通牒

を変更することには異議はないと伝えてきた。そ

こで商工省所管の同業組合についてのみ協定禁_止

を緩和することとし，「十一月六日，村瀬商務局

長は，実業組合連合会長星野錫氏以下大阪，神戸，

京都，名古屋等各地の連合会代表十五名を招致，

新IlHj工次官通牒の要綱を内示して了解を求め，更

にこれを全国商工主任官会議にも内示説明」（同

脅６頁）した。

この内容を］１月141｣付で商第７７５３サ商工次

官通牒（藤Ｈ１［19951207-208頁）として各府

県に伝えたので，業界はこれを１９１６年次官通牒

(の関係部分）の撤回と受け１１こめた（大阪薬業新

聞１９３３年１１）」１５日号「Illi格協定是認を喫機と

して大売に要望」および同１１号「商工省で同業組

合のＩｌＨｉ格協定を認可｣)。その内容は，(1)価格協定

を定款にうたう定款改正を行う場合，知蝋は認可

前に本省の意見を徴すること，(2)消費者，生産者，

学識経験者をＩⅡえた価格協定調査委員会を作らせ，

協定価格等の細|]はそこで決するようにすること，

(3)協定価格は知事に届け出させることを骨子と

していた。つまり商業組合に関する１９３３年６月

１６ｐ付商務hj良通牒に，（東京府と商工省の齪鮪

が紛糾を招いた反省もあってか）本省との事前協

議を求めることが加わったものである。この

1933年６月１６１１付商務局長通牒には「尚価格協

定力売崩ノ弊ヲ防止スルノ趣旨ヲ逸脱シ消費者及

当該産業ト密接ナル利害関係ヲ有スル産業ノ公

正ナル利益ヲ害スルコトナカラシムル様」（小池

８
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[1933]，201-203頁）道府県はよろしく注意・驍

督されたい，という１，１Ⅲ二書きがあったが，１１１本

[1988］によれば，同業組合に関する上記通牒に

も同様の表現が祷られていた。

藤１１１［2003］は昭和３年次商工省の組合法改''三

構想が政策史上無視されている1111由を，Iiij案が反

対にilIiって挫折したことへのエリート而僚たちの

不快感に求めている。この価格協定容認を巡る方

針転換も，「商工政策史」に取り上げられていな

いのは，「輿論に押された」不快感ゆえとも考え

られる。ただし，物価対策は内務省社会Ｉｎｊの所濟

であって商工政策ではない，といった別の理由も

考えられるが。

製剤を広く売る為に為るべく多くの顧客を店

舗に呼ぶ手段であるからその廉売手段は売薬

に限らないけれども主としてその目標を売薬

に仕向けて来たのである｣。

天野［1916］も化粧品について，全く同じ観察

を述べている（３０１１)。

｢誠にjInり物と称するfi名砧の,11,1,質善良なる

や否やを店舗に就き質してみられよ［。］執

れの商いiと雌も其商品の:善良なるにも拘はら

ず善良なりとて真実なる湾をなす者があろう

か［。］恐らくは十人が十人悉く中傷誹諦し

て居るであろう［。］之に反しヨタ物と称す

る非通物の商品を見よ［。］其善悪目から明

瞭なる物と雌も巧に粉飾して庇謎して届るは

執れの商店も同一である［。］之は前に言ふ

通り有名品は濫允して損毛して勝るから売り

度くないのである［。］」

5．廉売のメカニズムと協調のまとめ役

利益を生まない値引き競争がなぜ小売店自身に

よって選ばれ，続けられるのだろうか。現在でも

薬局・薬店にとって相談販売はI1r要であるが，「｜

家製剤の容易な漢方薬が売薬の主流であった当時

は，薬1,0．薬店の収益柵造が現在と異なっていた。

涌造業界紙『11本醸界新聞』の記事を転１敗する形

で，大阪薬業新聞１９２７年３月１５１１号が興味深い

記事を,'０（せている。その著者である醸界人の体験

談である。

また逆に栗原〔1926］によると，現在のミツワ

石鹸と同じ企業が発売したミツワ家庭薬は全成分

表示，新聞に告，ＰＲ誌発行を行ったが，仕人価

格が定価の８０％であったので，小売店に支持さ

れなかった（41～４３頁)。

廉売する商品は収Hf源でなく，その/'三産者はパー

トナーと云うよりむしろ小売店の自家製剤のライ

バルであって，廉売の目的は同業者の犠牲による

顧客吸引，というのであれば，誰も小売店間協力

のコーディネーターになれる立場にないことにな

る。森下は「広告益ｌｌＵを創業時の事業方針に加

えるほど，広告で直接消費者にアピールする，今

で言うプル｣ﾄﾞﾘ営業戦略を重視した人物であったか

ら，どの小売店とも等距離を保つことが出来たで

あろうが，たまたまこうした人物や企業が見つか

らなければ，徳島県売薬同業組今のような対立に

よって協調が壊れたであろう。

｢小売商店が顧客をひかんが為無ロ銭の有名

商,h1,を店頭に余儀なく陳列してある3$は云ふ

迄もない。現に昨年の夏或る区内の売薬店を

五六軒回って或る有名な薬を買はうとしたが，

とうとう手に入らないで侍ｲﾘれも異lzl同音に

『アノ品は近年評判が良くないから私の店に

は|置きません。其代)|j品として此品をおすす

めします』と云ふてつまり利益のある口銭の

多く取れる商品を売付けるという次第で…｣。

これと平灰の合う記事が同紙1930年１１月３１１

号記事「薬業界はどう動く而して何処へ行く」で

ある。 6．結語と残された課題

小売価格カルテルとして見ると，同業組合とい

９

｢売薬の廉売は即ちこれである。勿論，自家



社会科学論集節１２０号

う公的なシステムにもアウトサイダー引き入れの

難しさ，安価で強制力の高いメカニズムの欠如と

言った弱点は存在した。また,ｉｉｉ費者の利統に反

して特定業界を表立って支援することを避ける政

府の態度によって，強制力はますます限定された。

有能で熱意あるコーディネーターの存在はこうし

たIlU題を和らげたが，個人の刀還に頼る限りシス

テムとしては不安定であった。

戦前においても消費者の利益を政府が無視す

ることは政治的に許される状況ではなく，価格維

持システムを黙認する場合でも，その動きを細か

く監視しているのが実態であった。多くの小売店

は終始，公的な強制メカニズムで自分たちの価格

維持システムをﾄﾞﾙ完することを求めた。しかし小

売店間で利害が一致しないことも加わって，政府

がそうしたシステムを支持することは難しかった

し，政府はそれを支持していると国民から見られ

ることを避けた。

本稿で取り上げた濫売矯正連動は小売店によっ

て行われたものであり，消費者にとってどういう

結末が望ましかったか，あるいは実際にどう行動

したかについては，業界新聞といったメディアで

はとらえづらい。地域や時代をそろえることまで

は望めずとも，l1Ij費者運動の記録などから，消費

者の行動やその変化をたどることは可能かもしれ

ない。また，終戦直後から再販制度の縮小が求め

られた1960年代後半までの２０年足らずの間，再

販制度の指定l1Ii1h1]に加えられながら、実際にはほ

とんど機能しなかったワイシャツ・雑酒などいく

つかの商品について，何が活川を妨げたのか検証

し，この事例と比較することも興味深い。こうし

たﾉ０１Kを今後の課題としたい。

（２）売薬税はメーカーの定める正価に対する定率税

であったから，メーカー希望小売価格である正価

を定めることはメーカーの義務であったし，

（３）ここでの税lﾘ1は帝国議会での答弁などに見られ

る当時の「表向きの」廃｣上理由だが，工業組合・

商業組合制度創設と関連付け，問屋資本主義から

の脱却を||指す一貫した政策意図の存在を，藤、

［1995］［2003］が指摘している。

（４）大Ｈ本帝|劃憲法第２２条はＦ居住及移艇ノ自山」

を定めているに過ぎない。しかし枢密院審議資料

に学識者も１１Ⅱわり加筆のうえ，伊藤博文の名義で

公刊された「懲法義解」|司条の項に「凡そ[1本国

民は（'二''1WI）定住し，｛勝化し，寄留し及営業する

の自由あらしめたり」といった記述があり，同業

組合準則が改正された４１１１MＦは，この条文が営業の

にI由をも含むというのが一稀の公式兇解であった

と思われる。

（５）「農商務大腿に於て之は重要物産である又は密

接の関係を有するものであると認むれば組合の設

置が出来る」（小野武夫・飯旧勘１［1918]，８６頁）

（６）政府が全｢R|レベルでの強制力Ⅱ入推進・行政罰導

入を行わない一方で，府UT4レベルでの取締規則制

定を認容したのは，(1)在来産業再編の''１策になじ

まない，(2)個別的地域的利害を代表する組合が多

い実態があったことによる，とする｣'１１解を竹内

［1982］が示している（329-330頁)。

（７）後述する売薬業界のliil業組合と農商務省のやり

とりを見ると，同業組合設立時には農Ilii務省と直

接のやりとりがあり（(iilが愈要物産かは''1満を受

けて決めるのだからM1然である)，定款変奥につ

いては道府県と交渉するのが通例であったようで

ある。

（８）１９２０年ｌ()月131二|，京fiM売薬同業組合が定款

に従い，］ｌｌｌｌｌｿ|で売薬を販売した組合11から過怠

金３０１Vを徴収しようとした事件につき，京都地

裁は請求を認める判決を下した。同業組合定款に

よって正Il1Ii維持違反者に傾失を与えることがまだ

合法的であったことをこの事件は明確に示してい

る。

《注》

(1)メーカーが11}版維持行為の実行者であったとし

ても，メーカーは主に小売Aｌｉ（とくに中小小売店）

の支持を得るためにそれを行っているのかもしれ

ない。本稿ではメカニズムを維持する行動主体が

メーカーであるか小売店剛体であるか，価格維持

の利害がメーカーと小売HIiのどちらにとってより

璽大であるかを問わず，もっぱら「価格維持メカ

ニズム」の存Tr可能性を検討する。
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